
令 和 元 年
11月８日
（金曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
告
示

救
急
診
療
所
で
な
く
な
っ
た
医
療
機
関
（
医
療
政
策
課
）
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

児
童
福
祉
法
の
規
定
に
よ
り
徴
収
す
る
費
用
の
額
及
び
納
入
義
務
者
に
対
し
て
支
払
を
命
ず
る
額
に
関

す
る
告
示
の
一
部
改
正
（
障
害
者
支
援
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
告

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
商
政
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
（
三
件
）
（
商
政
課
）

二

…
…
…
…
…
…

土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
（
農
村
整
備
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

告

示

山
口
県
告
示
第
二
百
二
十
四
号

次
の
医
療
機
関
は
、
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第

一
項
に
規
定
す
る
診
療
所
で
な
く
な
っ
た
。

令
和
元
年
十
一
月
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

名

称

所

在

地

平
生
ク
リ
ニ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー

熊
毛
郡
平
生
町
大
字
平
生
町
五
六
九
の
一
二

山
口
県
告
示
第
二
百
二
十
五
号

児
童
福
祉
法
の
規
定
に
よ
り
徴
収
す
る
費
用
の
額
及
び
納
入
義
務
者
に
対
し
て
支
払
を
命
ず
る
額
に

関
す
る
告
示
（
昭
和
六
十
三
年
山
口
県
告
示
第
五
百
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和

元
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

令
和
元
年
十
一
月
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

別
表
第
二
の
備
考
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

５
３
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
31日

を
経
過
し
た
障
害
児
で
あ
つ
て
、
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達

す
る
ま
で
の
間
に
あ
る
も
の
に
係
る
徴
収
金
に
つ
い
て
は
、
こ
の
表
の
定
め
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
徴
収

し
な
い
も
の
と
す
る
。
Ｂ
の
階
層
に
該
当
す
る
世
帯
に
属
す
る
障
害
児
で
あ
つ
て
、
３
歳
に
達
す
る
日
以
後

の
最
初
の
３
月
31日
ま
で
の
間
に
あ
る
も
の
に
係
る
徴
収
金
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

公

告

（
一
五
九
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関
す
る
届
出
に
係
る
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

当
該
届
出
は
、
令
和
元
年
十
一
月
八
日
か
ら
令
和
二
年
三
月
九
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労
働
部

商
政
課
及
び
防
府
市
産
業
振
興
部
商
工
振
興
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
元
年
十
一
月
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

コ
ス
パ
防
府

所
在
地

防
府
市
大
字
植
松
一
一
四

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
安
成
工
務
店

下
関
市
綾
羅
木
新
町
三
丁
目
七
番
一
号

安
成

信
次

株
式
会
社
ヤ
マ
ダ
電
機

群
馬
県
高
崎
市
栄
町
一
番
一
号

山
田

昇

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業

を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
ミ
ッ
ド
フ
ォ
ー

─
─
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目

次
















四

届
出
年
月
日

令
和
元
年
十
月
十
七
日

五

変
更
年
月
日

平
成
二
十
五
年
十
一
月
三
十
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

コ
ス
パ
防
府

所
在
地

防
府
市
大
字
植
松
一
一
四

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
安
成
工
務
店

下
関
市
綾
羅
木
新
町
三
丁
目
七
番
一
号

安
成

信
次

株
式
会
社
ヤ
マ
ダ
電
機

群
馬
県
高
崎
市
栄
町
一
番
一
号

山
田

昇

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
代
表
者
の
氏

名

株
式
会
社
岩
崎
宏
健
堂

冨
永

幸
朗

上
野
山
孝
誠

四

届
出
年
月
日

令
和
元
年
十
月
十
七
日

五

変
更
年
月
日

平
成
三
十
年
四
月
一
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

コ
ス
パ
防
府

所
在
地

防
府
市
大
字
植
松
一
一
四

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
安
成
工
務
店

下
関
市
綾
羅
木
新
町
三
丁
目
七
番
一
号

安
成

信
次

株
式
会
社
ヤ
マ
ダ
電
機

群
馬
県
高
崎
市
栄
町
一
番
一
号

山
田

昇

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
代
表
者
の
氏

名

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
西
日
本
株
式
会

社

加
栗

章
男

平
尾

健
一

四

届
出
年
月
日

令
和
元
年
十
月
十
七
日

五

変
更
年
月
日

令
和
元
年
九
月
一
日

（
一
六
〇
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和

元
年
六
月
十
八
日
山
口
県
公
告
（
二
八
）
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
宇
部
市
か

ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
。

当
該
意
見
は
、
令
和
元
年
十
一
月
八
日
か
ら
同
年
十
二
月
九
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労
働
部
商

政
課
及
び
宇
部
市
商
工
水
産
部
商
工
振
興
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
元
年
十
一
月
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

ゆ
め
タ
ウ
ン
宇
部

所
在
地

宇
部
市
大
字
妻
崎
開
作
四
一
五
の
一

二

意
見
の
概
要

騒
音
の
発
生
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
配
慮
を
求
め
る
。

（
一
六
一
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和

元
年
六
月
二
十
一
日
山
口
県
公
告
（
三
〇
）
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
山
口
市

か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
。

当
該
意
見
は
、
令
和
元
年
十
一
月
八
日
か
ら
同
年
十
二
月
九
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労
働
部
商

政
課
及
び
山
口
市
経
済
産
業
部
ふ
る
さ
と
産
業
振
興
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

二
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令
和
元
年
十
一
月
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

（
仮
称
）
ド
ラ
ッ
グ
コ
ス
モ
ス
宮
島
町
店

所
在
地

山
口
市
宮
島
町
一
〇
〇
七
の
六

二

意
見
の
概
要

交
通
に
係
る
事
項
、
騒
音
の
発
生
に
係
る
事
項
、
廃
棄
物
に
係
る
事
項
等
に
つ
い
て
配
慮
を
求
め

る
。

（
一
六
二
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和

元
年
六
月
二
十
一
日
山
口
県
公
告
（
三
一
）
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
光
市
か

ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
。

当
該
意
見
は
、
令
和
元
年
十
一
月
八
日
か
ら
同
年
十
二
月
九
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労
働
部
商

政
課
及
び
光
市
経
済
部
商
工
観
光
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
元
年
十
一
月
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

イ
オ
ン
光
店

所
在
地

光
市
浅
江
一
七
五
六
の
一

二

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項
は
な
い
。

（
一
六
三
）
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

次
の
と
お
り
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
ま
し
た
。

令
和
元
年
十
一
月
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

事
業
の
名
称

県
営
鋳
銭
司
新
堤
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業

二

工
事
完
了
の
時
期

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
八
日

二
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令
和
元
年
十
一
月
八
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
元
年
十
一
月
八
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


